
最近のトピック（国土交通省プレス発表資料等）





背景・必要性
〇物流は国民生活・経済を支える社会インフラ。物流産業を魅力ある職場とす
るため、働き方改革に関する法律が本年４月から適用される一方、物流の停
滞が懸念される「2024年問題」に直面。

〇軽トラック運送業において、死亡・重傷事故件数は最近6年で倍増。
→以下の施策を講じることにより、物流の持続的成長を図ることが必要。

・ 何も対策を講じなければ輸送力不足の可
能性（右図）。

・ 荷主企業、物流事業者（運送・倉庫
等）、一般消費者が協力して我が国の物
流を支えるための環境整備に向けて、商慣
行の見直し、物流の効率化、荷主・消費
者の行動変容について、抜本的・総合的
な対策が必要。
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流通業務総合効率化法及び貨物自動車運送事業法の改正について
（令和６年２月１３日閣議決定）



流通業務総合効率化法 の改正

〇①荷主※1（発荷主・着荷主）、②物流事業者（トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、
倉庫）に対し、物流 効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措
置について国が判断基準を策定。
※1元請トラック事業者、利用運送事業者には荷主に協力する努力義務を課す。また、フランチャイズチェーンの本部にも荷主に準ずる義務を課す。

〇上記①②の者の取組状況について、国が当該判断基準に基づき指導・助言、調査・公表
を実施。

〇一定規模以上の事業者を特定事業者として指定し、中長 期計画の作成や定期報告等
を義務付け、中長期計画に基 づく取組の実施状況が不十分な場合、勧告・命令を実施。

〇特定事業者のうち荷主には物流統括管理者
の選任を義務付け。
※法律の名称を「流通業務の総合化及び効率化の促進
に関する法律」から「物資の流通の効率化に関する法律」
に変更。

※鉄道建設・運輸機構の業務に、
認定「物流総合効率化事業」の実施に必要な資金の出資
を追加。（予算）

荷主・物流事業者に対する規制的措置

【荷主等が取り組むべき措置の例】 ＜パレットの導入＞

流通業務の総合化及び効率化の
促進に関する法律
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貨物自動車運送事業法の改正

〇元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付
け。

〇荷主・トラック事業者・利用運送事業者に対し、運送契約の締結等に際して、提供する役務の
内容やその対価（附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。）等について記載した書面による
交付等を義務付け。

〇トラック事業者・利用運送事業者に対し他の事業者の運送の利用（＝下請けに出す行為）
の適正化について努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関す
る管理規程の作成、責任者の選任を義務付け。

トラック事業者の取引に対する規制的措置

軽トラック事業者の取引に対する規制的措置
〇軽トラック事業者に対し、①必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、

②国交大臣への事故報告を義務付け。
〇国交省HPにおける公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情

報等を追加。
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経済対策に基づく新たな資金繰り支援策を行います

経済産業省は、令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、
以下2点の新たな資金繰り支援を行います。

1．新たな信用保証制度を創設

2．日本政策金融公庫等のコロナ資本性劣後ローンの金利運用見直し

中小企業の4割が利用している信用保証制度で、依然として信用保証付融資の7割で経営者保証を徴
求している現状を変えるため、保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする信用保
証制度を創設することに加え、3年間の時限的な保証料負担軽減策を行います。
本制度については、3月15日より申込受付を開始し、それに先立ち2月16日より、要件確認などの
事前審査も開始します。

コロナ資本性劣後ローンの黒字金利は、直近決算の黒字額から負担することになりますが、黒字額
が小さい場合、金利負担により実態上赤字に転落する場合があります。
そのため、直近決算で黒字の事業者が翌年度に黒字金利を支払った場合に、直近決算において事実
上の赤字に陥る場合には、直近決算期後1年間については赤字金利（0.5％）を適用するという運用
見直しを2月16日より行います。

中小企業庁金融課長 神﨑 担当者：来島、太田、加見
電話：03-3501-1511（内線 5271～5）メール：bzl-s-chuki-kinyu@meti.go.jp
ＵＲＬ：https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240123002/20240123002.html
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農林水産省は、令和5年12月27日(水曜日)に、農林水産省の各品目・業界担当部署が参画する「農林水産省物流対策本部」（本
部長：農林水産大臣）を設置のうえ第1回会合を開催したほか、同日に「農林水産品・食品物流問題相談窓口」を本省及び地方農
政局に設置しました。

1.「農林水産省物流対策本部」の設置について

2.「農林水産品・食品物流問題相談窓口」の設置について

機関名 担当部課 電話番号（直通） メールアドレス

農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部食品流通課 03-6744-2379 butsuryu_sodan@maff.go.jp

北海道農政事務所 生産経営産業部事業支援課 011-330-8810 butsuryu_sodan_hokkaido@maff.go.jp

東北農政局 経営・事業支援部食品企業課 022-221-6146 butsuryu_sodan_tohoku@maff.go.jp

関東農政局 経営・事業支援部食品企業課 048-740-0145 butsuryu_sodan_kanto@maff.go.jp

北陸農政局 経営・事業支援部食品企業課 076-232-4149 butsuryu_sodan_hokuriku@maff.go.jp

東海農政局 経営・事業支援部食品企業課 052-746-6430 butsuryu_sodan_tokai@maff.go.jp

近畿農政局 経営・事業支援部食品企業課 075-414-9024 butsuryu_sodan_kinki@maff.go.jp

中国四国農政局 経営・事業支援部食品企業課 086-222-1358 butsuryu_soudan_chushi@maff.go.jp

九州農政局 経営・事業支援部食品企業課 096-211-9371 butsuryu_sodan_kyushu@maff.go.jp

内閣府沖縄総合事務局 農林水産部食料産業課 098-866-1673 butsuryu_sodan_oki.k6h@ogb.cao.go.jp

令和5年12月27日(水)に、物流上の課題や不安を抱えている事業者等の皆様からの相談を受け付ける「農林水産品・食品物流問題相談窓口」を本省及び地方農政局等に設
置しました。皆様から状況をお伺いし、必要な場合には当省関係部局の職員等の現地派遣を行って、対応方策の御提案等をいたしますので、お気軽に御相談ください。

（相談内容の例） ・「物流2024年問題」は知っているが、具体的にどのような影響があるのか分からず、不安。 ・パレット化、モーダルシフト、中継輸送など物流改善に活用できる補助事業を知りたい。

・物流確保に向けた検討を始めたいが、現状を踏まえ、具体的にどのような対策が考えられるのか、助言が欲しい。 ・他の地域、事業者の取組状況を知りたい。 など。

（問い合わせ先）新事業・食品産業部食品流通課卸売市場室 担当者：山田、菊地
代表：03-3502-8111（内線4152）ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ：03-3502-5744

（問い合わせ先）新事業・食品産業部食品流通課担当者：中村、川村
代表：03-3502-8111（内線4152）ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ：03-3502-5744

詳しくは
こちら

①対策本部メンバー
本部長 坂本農林水産大臣 副本部長 武村農林水産副大臣 本部メンバー 高橋農林水産政務官 他

②検討内容
全国各地・各品目の農林水産業者等の物流確保に向けた取組への後押しや負担軽減を図るための支援策等方策検討

③第１回会合議事概要(令和５年12月27日(水)開催)
農林水産省ＨＰにて公開中：https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/buturyu.html

「農林水産省物流対策本部」、「農林水産品・食品物流問題相談窓口」の設置について
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「「ホワイト物流」推進運動セミナー」を開催します！

※ホワイト物流推進運動については後ほど詳しくご説明します。

国土交通省では、「ホワイト物流」推進運動の更なる推進のため、「「ホワイト物流」推進運動 セミナー」を
開催します。 オンラインセミナーのため、どこからでもお気軽にご参加いただけます！

第２回：１１月９日（木）13:00～15:55 終了
・働き方改革の実現とコンプライアンスの徹底（仕事環境の改善でCS･
ES･FS（家族の満足度向上）の達成へ （新雪運輸株式会社）

・ホワイト物流を推進する中で出来た「働き方改革」と今後の課題と対策
について （株式会社フードレック）

第３回：１２月７日（木）13:00～15:55 終了
・待機時間削減を目的とした高回転物流への取組みについて
（タカラスタンダード株式会社）
・DFL思考 × 包装デザインアップデートによる顧客価値共創
（SBS 東芝ロジスティクス株式会社）

第４回：１月２６日（金）13:00～15:55 終了
・皆で運ぶ、物流の未来（NEXT Logistics Japan 株式会社）
・シニア活躍・新価値創出で描く未来ビジョン（株式会社セイリョウ）

第５回：２月１５日（木）13:00～15:55 終了
・八大株式会社のDXによる働き方改革（八大株式会社）
・「ステークホルダーとの相互理解」「運転手ファースト」で取り組むホワイト
物流（もりか運送株式会社）

第６回：３月７日（木）13:00～15:55 
・輸送事業の課題解決に向けて～ 「DX」による事故未然防止と業務
効率化・法規制強化への取り組み～（ロジスティード株式会社）

・医薬品メーカー物流における3つの変革～「GDP」「DX 」そし
て「モーダルシフト」～（武田薬品工業株式会社）

第１回：１０月１９日（木）13:00～15:55 終了
・ホワイト物流を推進する中で出来た「働き方改革」と今後の課題と対策
について （株式会社フードレック）

・八大株式会社のデジタル化による働き方改革事例
（八大株式会社）

・「ホワイト物流」推進運動の紹介（動画）
・我が国の物流の革新に向けた取組みの動向 （国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課）
・改善基準告示の改正と発注者等への要請 ２０２４年４月適用の時間外上限規制、改正改善基準告示のポイントと監督署が行う
発注者等への要請、各種支援を紹介 （厚生労働省）

・セミナー参加申込みフォーム https://white-logistics-movement.jp/seminar/

各回独自のコンテンツ（講演）

各回共通のコンテンツ
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自動物流道路に関する検討会の開催について

議論項目
①急速に変化する社会・経済情勢の中、３０年後・５０年後の物流は、どの
ような姿を目指して いくべきか

②自動物流道路がどのように社会やロジスティクスを変革させていくこと
ができるか
➢どのような社会課題・物流課題にアプローチするべきか
➢ターゲットとする課題をどのように設定するか

➢自動物流道路が拠点配置を含むトータルの物流サービスにどのように
影響を与えるか

③使いやすく、役に立つ自動物流道路に必要なことは何か
➢どこで、どのような輸送を担うのか
➢備えるべき／備えるとよい機能は何か

④産・学・官でどのように連携をはかっていくか
➢競争から協調へ、有機的な連携のあり方

社会資本整備審議会道路分科会国土幹線部会においてとりまとめられた
「高規格道路ネットワークのあり方中間とりまとめ」において、物流危
機への対応や温室効果ガス削減に向けて、新たな物流形態として、道路
空間をフル活用した「自動物流道路」の構築に向けた検討を進める必要
があるとされており、自動物流道路の実現に向け、自動物流道路の目指
すべき方向性、必要な機能や技術、課題等を検討するため、有識者、関
係団体及び関係省庁からなる検討会を設置し、令和６年２月２１日
（水）に第１回会議が行われました。

スイスで計画中の地下物流システム
（イメージ）

今後複数回検討会を開催し、関係者へのヒアリング、論点に
ついての議論をつ行い、令和６年夏頃中間とりまとめ。その後
継続して議論を行い、最終とりまとめを行う予定。

自動物流道路（オートフロー・ロード）の検討のポイント


